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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
当社グループが業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について、取締役
会で決議した事項は次のとおりであります。

⑴　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 企業行動憲章および行動指針を定めるとともに、代表取締役社長を委員長とするコンプラ
イアンス委員会を設置し、法令遵守および高い倫理観と社会的良識に基づく企業行動の徹
底を図る。
役員・従業員に対しては、定期的に教育・研修を行うことにより、コンプライアンス意識
の維持・向上を図る。

② 内部監査部門により社内各部門の所管業務が法令、定款および諸規程に従い、適正かつ有
効に運用されているかを監査する。

③ 法令違反行為等に関する通報・相談を受付ける内部通報窓口を設置する。
④ 法令違反行為等に対しては、厳正な処分を行う。
⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、情報セキュリティポリシー等
の社内規程に従い適切に保存、管理を行う。

② 開示すべき重要な情報については、法令等に従い適時適切に開示する。
⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する社内規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設
置し、リスク管理体制の構築および各種リスクの管理を行う。
また、事故や災害などの緊急事態が発生した際は、危機管理チームまたは対策本部を設置し
迅速に対応する体制をとる。
⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会および経営会議を原則月１回開催するほか、必要に応じ臨時に開催することによ
り、経営方針および重要な業務執行等の審議・決定を迅速に行う。

② 経営計画を策定し、各組織の分掌および権限を明確に定め、ＩＴの適切な活用を図ること
により、職務執行を効率的に行う。

⑸　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の経営については、当社内に経営管理の主管部署を置き、関係会社管理規程に則り
経営管理を行う。
また、子会社の経営が効率的に行われるよう、必要な指導・支援等を実施するとともに、
重要な経営事項等の報告を受ける。

② 子会社のリスクおよびコンプライアンスに関する事項は、当社のリスクおよびコンプライ
アンス管理体制、ならびに内部通報窓口を活用して徹底を図る。

③ 内部監査部門の監査対象に子会社を含め、定期的に監査を実施し、監査結果を取締役会に
報告する。
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業務の適正を確保するための体制

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における
当該取締役および使用人に関する事項、その独立性および指示の実効性に関する事項
監査等委員会の求めがある場合は、監査等委員会の業務を補助する取締役もしくは専任のス
タッフを置くこととする。監査等委員会の業務を補助する取締役もしくは専任のスタッフは、
監査等委員会の指示に従うものとする。なお、その人事異動、評価等については、監査等委員
会の同意を得るものとする。
⑺　業務執行取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制
① 当社および子会社の業務執行取締役および使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある
事項等を発見した場合は監査等委員会に報告する。

② 当社および子会社の業務執行取締役および使用人は、監査等委員から業務の執行等に関す
る報告を求められた場合、適切に報告を行う。

③ 当社および子会社は、監査等委員会に報告を行った者に当該報告を行ったことを理由とし
て不利益が生じないことを確保する。

⑻　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は取締役会その他重要な会議に随時出席し意見および報告を行うとともに、稟
議書その他の業務執行に関する文書を閲覧する。また、代表取締役および内部監査部門と
適時意見交換を行い、相互認識を深めるとともに監査情報等を交換する。

② 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理について、適切に対応する。

⑼　財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提
出に向け内部統制システムの構築を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的
に評価し、必要な是正を行う。
⑽　反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における、当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次
のとおりであります。
⑴ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス委員会を開催し、当社グループのコンプライアンス活動、ならびに役員・
従業員に対する教育・研修の実施等について、審議・報告等を行っております。
また、内部監査部門が、社内各部門の所管業務が法令、定款および諸規程に従い、適正かつ
有効に運用されているかを監査するほか、法令違反行為等に関する通報・相談を受付ける内部
通報窓口を設置しております。
内部通報窓口については、社内および弁護士事務所に設置している内部通報窓口に第三者機
関の内部通報窓口を加える等、内部通報体制の充実化と実効性向上を図るとともに、内部通報
運用状況を取締役会に報告しております。
⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、社内諸規程に従い適切に保存、管理しておりま
す。
また、開示すべき重要な情報は、法令等に従い適時適切に開示しております。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する社内規程に従い、リスク管理委員会を開催し、当社グループの各種リス
クに対する対策や対応等について、審議・報告等を行っております。
⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当事業年度は1４回の取締役会が開催され、経営の基本方針および法定の専決事項など業務

執行の監督を主体とする審議・決定を行っております。
また、当事業年度は１６回の経営会議が開催され、取締役会からの委任に基づき重要な業務
執行に関する事項等について審議・決定を行っております。経営会議で審議・決定された内容
については、取締役会に適切に報告がなされております。
なお、各組織の業務分掌および職務権限を社内規程で明確にし、社内情報システムの活用に
より職務執行の効率化を図っております。

⑸ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の管理は、関係会社管理規程等に則り、経営・業績等に関する報告を定期的に受ける
とともに、適時、必要な指導・支援を行っております。なお、リスクおよびコンプライアンス
管理、ならびに内部通報窓口については、当社管理体制の範囲を拡大して運用しております。
また、当社内部監査部門が子会社の監査を定期的に実施するとともに、その結果を取締役会
に報告しております。
⑹ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における
当該取締役および使用人に関する事項、その独立性および指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役および専任のスタッフの設置はありません。
なお、内部監査部門の使用人を兼任で監査等委員会補助スタッフとして選任しております。
また、兼任補助スタッフの人事異動、評価等については、監査等委員会の同意を得ておりま
す。
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⑺ 業務執行取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制
監査等委員から業務の執行等に関する報告を求められた場合には、適切に報告を行っており
ます。
⑻ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤の監査等委員が重要な会議への出席や稟議書その他業務執行に関する文書の閲覧等を行
い監査の実効性を高めております。
また、監査等委員会が内部監査部門との連携や監査等委員以外の取締役等からの報告等の方
法によって、内部監査や内部統制の状況をモニタリングしております。
⑼ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制システムが適正に機能していることを継続的に評価するとともに、
適時必要な是正を行っております。
⑽ 反社会的勢力排除に向けた体制
社内規程に基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築するとともに、適切な運用がなさ

れております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 470 491 37,856 △752 38,065
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,284 △2,284
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 8,442 8,442

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 10 13 24
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 10 6,158 13 6,183
当 期 末 残 高 470 502 44,015 △739 44,248

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,429 1,429 39,495
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,284
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 8,442

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 24
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

1,178 1,178 1,178

当 期 変 動 額 合 計 1,178 1,178 7,361
当 期 末 残 高 2,608 2,608 46,857

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称　　ジュピターアドバンスシステムズ株式会社
②　非連結子会社の数　　２社

非連結子会社の名称　ＮＤテック株式会社、NDテックサービス株式会社
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に
含めておりません。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社の名称　ＮＤテック株式会社、NDテックサービス株式会社
（持分法を適用しない理由）

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし
ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 　　　　　 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
市場価格のない株式等 　　　　　 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 　　　　　　 時価法
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イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

建物・構築物 3～38年
機械、運搬具及び工具器具備品 2～20年

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　
ロ．無形固定資産

（リース資産を除く）
定額法によっております。ソフトウェア（自社利用）については、社内
における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 個別法による原価法
商品及び材料貯蔵品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算
定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用の支出に備えるため、過去の補修費支出の実績
割合等に基づき必要と見積られる額を計上しております。

ハ．株式給付引当金
株式給付規程に基づく管理職である従業員への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末にお
ける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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④　退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
り、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財
又はサービスの支配が顧客に移転したと判断した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「６．収益認識に関
する注記」に記載のとおりです。

２．会計上の見積りに関する注記
工事請負契約等における収益認識

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事請負契約等の売上高　　30,649百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
工事請負契約等において、一定の期間にわたり充足される履行義務について、期間がごく短い工事を除

き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しておりま
す。ただし、初期段階は収益を認識せず、合理的な見積りが可能となる時点から、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。

履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で
算出しております。

工事原価総額の見積りに用いた主要な仮定は、機器・資材の使用量及び施工数であります。この仮定につ
いては、工事の進捗状況、過去の施工実績等に基づき合理的に算定しています。

主要な仮定である機器・資材の使用量及び施工数は、不確実性が高く、仕様の変更や追加工事の発生等に
より、実績と見積金額が乖離した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性が
あります。
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①　担保に供している資産 投資その他の資産の「その他」（差入保証金） 300百万円
②　担保に係る債務 支払手形・工事未払金等 1,669百万円

未払費用 1百万円
合計 1,670百万円

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 16,395,000株 － － 16,395,000株

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 469,884株 111株 8,198株 461,797株

３．連結貸借対照表に関する注記
担保に供している資産及び担保に係る債務

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

(注)当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。上記の事項
は、当該株式分割前の株式数を基準としております。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注)１．当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。上記の事
項は、当該株式分割前の株式数を基準としております。

２．当連結会計年度末における普通株式の自己株式数には、株式給付信託（J-ESOP）の信託財産として
株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式155,300株を含めております。

３．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加111株であります。
４．普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式交付による減少3,698株、株式給付信託（J-ESOP）

の交付による減少4,500株であります。
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・配当金の総額 1,302百万円
・１株当たり配当額 81円
・基準日 2025年 3 月31日
・効力発生日 2025年 6 月27日

・配当金の総額 981百万円
・１株当たり配当額 61円
・基準日 2025年 9 月30日
・効力発生日 2025年 12月１日

・配当金の総額 1,592百万円
・１株当たり配当額 99円
・基準日 2026年 3 月31日
・効力発生日 2026年 6 月29日

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ．2025年６月26日開催の第66回定時株主総会決議による配当に関する事項

ロ．2025年11月４日開催の取締役会決議による配当に関する事項

(注)１．2025年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）に対する
配当金12百万円が含まれております。

２．2025年11月４日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）に対する配当
金９百万円が含まれております。

３．当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しています。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年６月26日開催予定の第67回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

(注)１．当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しています。

２．2026年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）に対する
配当金15百万円が含まれております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価(百万円) 差額（百万円)

有価証券及び投資有価証券 26,173 26,173 －

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループでは、資金運用については、預金、債券及び株式等で行っております。資金調達について
は、内部資金を優先して充当する方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま
す。当該リスクに関しては、当社の売上債権管理規程に従い、リスクを所管する部門で取引先ごとの期日
管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握する体制としております。連
結子会社についても、当社に準じて同様の管理を行っております。
有価証券は、主に譲渡性預金等の安全性の高い金融商品であります。投資有価証券は、市場価格の変動リ
スクに晒されておりますが、これらは主に業務上の関係を有する企業の株式や社債等であります。また、
デリバティブを組み込んだ複合金融商品取引については、その特性を評価し、安全性が高いと判断された
複合金融商品のみを利用しております。なお、これらの金融商品のリスクについては、経理部門において
定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しており、その運用状況は定期的に取締役会等にて報告されて
おります。
営業債務である支払手形、工事未払金及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は次表には含めておりません。（(注)2参照）

(注)１． 現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権、支払手形・
工事未払金等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお
ります。
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区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 55

関係会社株式(子会社株式) 105

組合出資金等(※) 682

２．市場価格のない株式等

※組合出資金等は、投資事業組合、匿名組合等です。企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関
する会計基準の適用指針」第24-16項に従い、時価開示の対象としておりません。

　⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
　　ルに分類しております。
　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
　　　　　　　　　　の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定
　　　　　　　　　　に係るインプットを用いて算定した時価
　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　(１)　株式 5,261 － － 5,261

　(２)　社債 － 16,308 － 16,308

　(３)　その他 － 4,603 － 4,603

　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が
低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しておりま
す。投資信託等は、金融機関等の第三者が公表する基準価額等をもって時価としており、その時価をレベル
２の時価に分類しております。
デリバティブ取引

複合金融商品の組込デリバティブは、合理的に区分して測定できないため、複合金融商品全体を時価評
価し、有価証券及び投資有価証券に含めて記載しております。なお、当該複合金融商品全体の時価について
は、取引先金融機関から掲示された価格等によっており、レベル２の時価に分類しております。
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空調計装
関連事業

産業システム
関連事業 合計

売上高

一時点で移転される財 13,523 2,198 15,722

一定の期間にわたり移転される財 28,173 2,476 30,649

顧客との契約から生じる収益 41,697 4,674 46,371

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 41,697 4,674 46,371

６．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　当社グループでは、顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービ
スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識し
ております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社グループは、主要な事業として空調計装関連事業、産業システム関連事業を行っております。これら
の事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、それぞれの履行義務に関する情報は以下のとお
りであります。

①　工事契約
工事契約に係る収益には、主に計装エンジニアリング工事の請負が含まれ、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方
法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）によっております。ただし、初期段階は
収益を認識せず、合理的な見積りが可能となる時点から、履行義務を充足するにつれて一定の期間に
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顧客との契約から生じた債権（期首残高） 9,581百万円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 9,893百万円
契約資産（期首残高） 1,539百万円
契約資産（期末残高） 1,365百万円
契約負債（期首残高） 1,635百万円
契約負債（期末残高） 1,339百万円

わたり収益を認識しております。
また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短
い工事契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

②　商品販売
商品販売に係る収益には、主に空調自動制御機器の販売が含まれ、商品の国内販売において、出荷時
から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を
認識しております。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

当社グループは、履行した義務に対する契約資産を前もって認識することになります。契約資産として
認識された金額は、主に顧客に請求された時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

また、工事請負契約等に基づいて顧客から受け取った前受金が現在までに認識された収益を超過する場
合は、その差額を契約負債として認識しております。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末において、未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の金額は

33,476百万円であります。当該履行義務は、主に計装エンジニアリング工事の請負に関するものであ
り、期末日後1～2年以内に収益として認識すると見込んでおります。
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⑴　１株当たり純資産額 735円21銭
⑵　１株当たり当期純利益 132円49銭

７．１株当たり情報に関する注記

(注)１．2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。
２．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(J-ESOP)に残存する自社の株式は、１
株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、625千株であり、１株当
たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、621千株であります。

８．重要な後発事象に関する注記
（株式分割）

当社は、2026年１月28日開催の取締役会決議に基づき、2026年４月１日付で株式分割を行っておりま
す。

１．株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式に投資しやすい環境を整えることで、当社株
式の流動性を高め、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

２．株式分割の概要
（１）株式分割の方法

2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株
式を、１株につき４株の割合をもって分割いたします。

（２）株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数　　　 16,395,000株
今回の分割により増加する株式数　 49,185,000株
株式分割後の発行済株式総数　　　 65,580,000株
株式分割後の発行可能株式総数　  262,320,000株

（３）株式分割の日程
基準日公告日　2026年３月16日（月）
基準日　　　　2026年３月31日（火）
効力発生日　　2026年４月 １日（水）
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連結注記表

なお、「１株当たり情報に関する注記」は、当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定
して算出しております。

９．その他の注記
（追加情報）

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
当社は、2023年２月22日開催の取締役会にて、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高

め、経済的な効果を株主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるこ
とを目的として、管理職である従業員（以下「管理職」といいます。）に対して自社の株式を給付する
インセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議し、同年６月２日に信託契約を締結
しております。

⑴　取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の管理職に対し当

社株式を給付する仕組みであります。
当社は、管理職に対し役職や個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、退職時に当該付与ポイン

トに相当する当社株式を給付します。管理職に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭
により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものです。

⑵　信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部

に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末にお
いて、295百万円、155千株であります。

なお、当社は2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております
が、上記の株式数は当該株式分割前の株数を記載しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 470 316 174 491 89 20,560 17,254 37,904
当 期 変 動 額

別途積立金の積立
剰 余 金 の 配 当 △2,284 △2,284
当 期 純 利 益 8,347 8,347
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 10 10
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 10 10 － － 6,063 6,063
当 期 末 残 高 470 316 185 502 89 20,560 23,317 43,967

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当 期 首 残 高 △752 38,113 1,429 39,542
当 期 変 動 額

別途積立金の積立
剰 余 金 の 配 当 △2,284 △2,284
当 期 純 利 益 8,347 8,347
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 13 24 24
株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額
（ 純 額 ）

1,178 1,178

当 期 変 動 額 合 計 13 6,087 1,178 7,266
当 期 末 残 高 △739 44,200 2,608 46,809

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

①　有形固定資産
（リース資産を除く）

建物 3～38年
構築物 10～15年
機械装置 6～17年
工具器具・備品 2～20年

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　
②　無形固定資産

（リース資産を除く）
定額法によっております。ソフトウェア（自社利用）については、社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 　　　　　　 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
市場価格のない株式等 　　　　　　 移動平均法による原価法

②　デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 　　　　　　　 時価法

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 　　　　　　 個別法による原価法
商品及び材料貯蔵品 　　　　　　 総平均法による原価法

　　　　　　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方
法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
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個別注記表

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②　完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用の支出に備えるため、過去の補修費支出の実績割合
等に基づき必要と見積られる額を計上しております。
③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており、退
職給付引当金及び退職給付費用の計算に簡便法を適用しております。
④　株式給付引当金

株式給付規程に基づく管理職である従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式
給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転したと判断した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金
額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「７．収益認識に関す
る注記」に記載のとおりです。

２．会計上の見積りに関する注記
工事請負契約等における収益認識

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事請負契約等の売上高　　30,530百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記　⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関
する情報」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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個別注記表

①　担保に供している資産 差入保証金 300百万円
②　担保に係る債務 工事未払金 1,544百万円

買掛金 125百万円
未払費用 1百万円

合計 1,670百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,089百万円

①　短期金銭債権 0百万円
②　短期金銭債務 72百万円

　営業取引による取引高
　仕　　入　　高 225百万円
　販売費及び一般管理費 11百万円

　営業取引以外の取引高 8百万円

３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

⑶　関係会社に対する金銭債権及び債務

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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個別注記表

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 469,884株 111株 8,198株 461,797株

繰延税金資産
未払賞与 936百万円
未払事業税 134百万円
ソフトウエア開発費 98百万円
未払社会保険料 97百万円
その他 340百万円

繰延税金資産小計 1,608百万円
評価性引当額 △87百万円

繰延税金資産合計 1,520百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,200百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △9百万円

繰延税金負債合計 △1,209百万円
繰延税金資産の純額 310百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注)１．当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。上記の事
項は、当該株式分割前の株式数を基準としております。

２．当事業年度末における普通株式の自己株式数には、株式給付信託（J-ESOP）の信託財産として
株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式155,300株を含めております。

３．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加111株であります。
４．普通株式の自己株式数の減少は、譲渡制限付株式交付による減少3,698株、株式給付信託（J-ESOP）

の交付による減少4,500株であります。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

⑴　１株当たり純資産額 734円46銭
⑵　１株当たり当期純利益 130円99銭

７．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表「６．収益認識に関する注記」に同一の内容

を記載しておりますので注記を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(注)１．2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。
２．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(J-ESOP)に残存する自社の株式は、１
株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、625千株であり、１株当
たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、621千株であります。

９．重要な後発事象に関する注記
（株式分割）

当社は、2026年１月28日開催の取締役会決議に基づき、2026年４月１日付で株式分割を行っておりま
す。

１．株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式に投資しやすい環境を整えることで、当社株
式の流動性を高め、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

２．株式分割の概要
（１）株式分割の方法

2026年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株
式を、１株につき４株の割合をもって分割いたします。

（２）株式分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数　　　 16,395,000株
今回の分割により増加する株式数　 49,185,000株
株式分割後の発行済株式総数　　　 65,580,000株
株式分割後の発行可能株式総数　  262,320,000株
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個別注記表

（３）株式分割の日程
基準日公告日　2026年３月16日（月）
基準日　　　　2026年３月31日（火）
効力発生日　　2026年４月 １日（水）

なお、「１株当たり情報に関する注記」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定
して算出しております。

10．その他の注記
（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
連結注記表「９．その他の注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

－ 24 －
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